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税/7月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等)

9月 30日

国 税/1月決算法人の中間申告     9月 30日

国 税/10月、1月、朝 決算法人の消費税等の中間申告

出 回の場合)      - 9月 30日
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メタボ催診の診療費も医療費控除の対象に

本年4月から、40～ 74歳を対象に特定健康診査 (メ タボ健診)が実施されていますが、
診査結果に基づき行われる特定保健指導を受ける人のうち、高血圧症、脂質異常症、精

尿病のいずれかの基準に該当する人が、その診療等のため自己負担した診療 (治療)費
は、医療費控除の対象に追加されています。

運帯保証
債務を弁

人が資産を譲渡して

済した場合

甲は、元従業

金の借り入れに

なりましたが、

借入金を返済できないまま倒産 してしまいま

した。連帯保証人である甲は相当の財産を所

有 しており、この債務を履行するにあたり、

甲の所有不動産を譲渡 して乙の債務を弁済 し

ました。

保証債務を履行するために資産の譲渡があ

った場合には、譲渡所得の課税の特例がある

そうですが、どのような制度なので しょう

か ?

保証債務を履行するために資産を

譲渡 した場合において、その履行に

伴 う求償権の全部又は一部を行使す

ることができなくなったときは、その行使す

ることができなくなった金額については、譲

渡所得の金額の計算上なかったものとみなさ

れます。

この場合の求償権が行使不能の状態である

かどうかの判定については、原則として次の

ような事実が発生した場合のそれぞれ次に掲

げる金額は求償権を行使することができなく

なった金額として取り扱われます。

1.会社更生法等の規定による更生計画の認
可の決定があったこと等により切り捨てら

れることとなった部分の金額

2.会社法の規定による特別清算に係る協定
の認可の決定により切岬捨てられることと

なった部分の金額

3.法令の規定による整理手続によらない関
係者の協議決定で切り捨てられることとな

った一定のもの

4.債務者の債務超過の状態が相当期間継続
し、その貸金等の弁済を受けることができ

ないと認められる場合において、その債務

者に対 し書面により通知された債務免除額

特
定
の
使
用
人
を
接
待
す
る
費
用

使
用
人
の
退
職
を
防
止
す
る

た
め
に
特
定
の
使
用
人
を
高
級

店
等
に
お
い
て
も
て
な
し
た
場
合

、
そ
の
費
用
は
福
利
厚
生
費
、
交

等
、
給
与
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

し
ょ
う
か
？

交
際
費
等
に
該
当
し
ま
す
。

役
員
及
び
使
用
人
の
全
員
を

答 宅蜜ほ整間
対
象
と
し
て
慣
行
的
に
行
わ
れ
る
慰
労

会
等
の
費
用
で
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ

る
費
用
は
、
福
利
厚
生
費
に
該
当
し
ま

す
。
ま
た
、
役
員
又
は
使
用
人
の
接
待

費
用
を
法
人
が
負
担
し
た
場
合
で
あ

っ

て
も
そ
れ
が
個
人
的
費
用
で
あ

っ
て
法

人
の
業
務
と
は
関
係
が
な

い
と
き
は
、

そ
の
役
員
又
は
使
用
人
に
給
与
を
支
給

し
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

ご
質
問
の
場
合
は
、
福
利
厚
生
費
に

も
給
与
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
か
ら
、

交
際
費
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

在外邦人の
印鑑証明書に代わる書類

□ 遅三掲誓望再言宅爾|:飾金監累品誓留凛

付 した遺産分割協議書 (写)を 提出しなけれ

ばならない場合がありますが、共同相続人の

中に海外赴任等をしている者がいる場合には

どのような取り扱いになるのでしょうか ?

共同相続人の中に在外邦人がいる

場合には、通常、その者の印鑑証明

書を添付することができません。このような

場合には、不動産登記の場合と同様に、次の

書類を遺産分割協議書 (写)に添付 して提出
することとなります。

1.居住地国の日本公館で印鑑証明書の発行
を取り扱っている場合には、居住地回の日

本公館が発行 した印鑑証明書

2.居住地国の日本公館で印鑑証明書の発行
を取り扱っていない場合には、居住地国の

日本公館が発行 した署名及びオ母印証明書

9月 号 -4



住宅に関係するものを整理しました。

閉
　
増
改
築
等

に
係
る
住
宅

ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
対
象
に
断
熱
改
修

工
事
を

追
加

増
改
築
等
に
係
る
住
宅

ロ
ー
ン
控
除

は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
除
き

原
則
と
し
て
大
規
模
修
繕
等
に
該
当
し

な

い
錫
合
に
は
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
改
正
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

四
月

一

日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の

間
に
居
住
す
る
家
屋
に
限
り
、
大
規
模

修
繕
や
模
様
替
え
に
至
ら
な

い
工
事

で

あ

っ
て
も
、
断
熱
改
修
工
事
等
を
行

っ

た
場
合
に
は
控
除
対
象
に
取
り
込
ま
れ

る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
平
成

ニ
ト
年
四
月

一
日
か

ら
平
成

二
十
二
年
二
月
三
十

一
日
ま
で

の
間
に
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
行
わ

れ
た
住
宅
に

つ
い
て
は
、
証
明
書
を
添

付
し
て
改
修
後
二
月
以
内

に
市
町
村
に

申
告
す
る
こ
と
で
、
工
事
完
了

の
翌
年

度
分

の
固
定
資
産
税
が
三
分

の

一
減
額

さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
三
戸
当
た
り

一
二
０
２ｍ
相
当

分
ま
で
に
限
ら
れ
ま
す
。

住
宅
の
省
エ
ネ
改
修

促
進
税
制
の
創
設

ｍ
　
住
宅
の
省

エ
ネ
改
修
工
事
等
に
係

る
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の

所
得
税
額
控
除
制
度
の
創
設

居
住
者
が
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す

る
家
屋
に
つ
い
て
断
熱
改
修
工
事
等
を

含
む

一
定

の
増
改
築
等
を
行

っ
た
場
合

に
、
そ
の
工
事
費
用
に
充
て
る
た
め
に

借
り
入
れ
た
償
遠
期
間
五
年
以
上
の
住

宅

ロ
ー
ン
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
住

長
期
優
良
住
宅
に
係
る
税
制

上
の
特
例
措
置
の
創
設

福

田
首
相
が
提
唱
す
る

「
二
〇
〇
年

住
宅
」
、
い
わ
ゆ
る
長
期
優
良
住
宅
に
係

る
以
下
の
税
制
上
の
特
例
措
置
が
手
当

て
さ
れ
る
予
定
で
す
。

①

　

「
長
期
優
良
住
宅

の
普
及

の
促

進

に
関
す
る
法
律
」

の
認
定
を
受

け
た
住
宅
が
、
同
法

の
施
行

の
日

か
ら
平
成

二
十
二
年
二
月
三
十

一

日
ま
で
の
間
に
新
築
さ
れ
た
勤
合

に
は
、
証
明
書
類

の
添
付
を
条
件

に
新
築
か
ら
三
年
度
分

（
中
高
層

耐
火
建
築
物
に

つ
い
て
は
七
年
度

分
）

の
固
定
資
産
税
が
三
分

の

一

減
額
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、　
三
戸
当
た
り

一
二
〇

∬
相
当
分
ま
で
に
限
ら
れ
ま
す
。

②
　
①
同
様
、
不
動
産
取
得
税
に

つ

い
て
も
、
証
明
書
類

の
添
付
を
要

件

に
、
課
税
標
準
か
ら

一
、
三
〇

〇
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

①
　
こ
の
ほ
か
、
国
税
で
も
登
録
免
詐

税
の
軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

宅

ロ
ー
ン
残
高

の

一
定
割
合
を
五
年
間

に
わ
た
り
所
得
税
額
か
ら
控
除
す
る
制

度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

（図
表
１
参
照
）
。

な
お
、
こ
の
特
例
は
、
②

の
増
改
築

等
に
係
る
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
と
の
選
択

適
用
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
の
断
熟
改
修
工
事
と
は
、
居

室

の
す
べ
て
の
窓

の
改
修
工
事
、
ま
た

は
そ

の
工
事
と
併
せ
て
行
う
床

の
断
熱

工
事
、
天
丼

の
断
熱
工
事
若
し
く
は
壁

の
断
熱
工
事

で
、
以
下

の
要
件
を
満
た

す
も
の
を

い
い
ま
す
。

○
　
そ

の
工
事
費
用

の
合
計
額
が
三

〇
万
円
を
超
え
る
も
の

○
　
改
修
部
位

の
省

エ
ネ
性
能
が

い

ず
れ
も
平
成
十

一
年
基
準
以
上
と

な

る

こ
と

○
　
改
修
後

の
住
宅
全
体

の
省

エ
ネ

性
能
が
、
改
修
前
か
ら

一
段
階
相

当
以
上
あ
が
る
と
認
め
ら
れ
る
工

事
内
容
で
あ
る
こ
と

ま
た
、
図
表

１
の
二
％

の
控
除
率
が

適
用
さ
れ
る

「
特
定
断
熱
改
修
工
事
等
」

と
は
、
前
記

の
断
熱
工
事
等
に
該
当
す

る
工
事

の
う
ち
、
改
修
後

の
住
宅
全
体

の
省

エ
ネ
性
能
が
、
平
成
十

一
年
基
準

相
当
と
認
め
ら
れ
る
工
事
内
容

の
も

の

を

い
い
ま
す
。

土
地
の
売
買
に
係
る
登
録
免

許
税
の
特
例
措
置

土
地

の
売
買
に
よ
る
所
有
権

の
移
転

登
記
等
に
対
す
る
登
録
免
許
税

の
税
率

の
軽
減
柑
置
に

つ
い
て
、
平
成

二
十

一

年
四
月

一
日
以
後
に
受
け
る
所
有
権
移

転
登
記
等

に
係
る
税
率
が
図
表
２
の
よ

う
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
上
、
適
用
期
限

が
三
年
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
給
与
所
得
者
等
が
住
宅
資
金

の
貸

付
け
等
を
受
け
た
捗
合

の
課
税

の
特

例
適
用
期
限
が
二
年
延
長
さ
れ
て
い

ま
す
。

②
　
優
良
賃
貸
住
宅
の
割
増
償
却
制
度

中
心
市
街
地
優
良
賃
貸
住
宅
に
係

る
措
置

の
適
用
期
限
が
二
年
延
長
さ

れ
て
い
ま
す
。

③
　
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
相
続
時

精
算
課
税
制
度
の
特
例

適
用
期
限
が
二
年
延
長
さ
れ
て

い

ま
す
①

こ
の
特
例
の
適
用
に
当
た

っ
て
、
実

施
さ
れ
た
工
事
が
断
熱
改
修
工
事
に
該

当
す
る
こ
と
の
証
明
は
、
次
の
者
が
行

い
ま
す
。

①
　
住
宅
の
品
質
確
保

の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
に
共
づ
く
登
録
住
宅

性
能
評
価
機
関

②
　
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
確

認
検
査
機
関

③
　
建
築
士
法
に
基
づ
く
建
築
士
事

務
所
に
所
属
す
る
建
築
士

改正ポイント
平成20年度の税制改正のうち、

そ
の
他

[図表 1]住宅の省エネ改修促進税制の内容

平成20年4月 1日 から平成20年 12月 31日 まで

控除期間 5年間

1,000万円以下の部分

控除率

a特定断熱改修工事等の費用に相当する部分
(200万 円を限度)―・2%
ba以外の工事費用相当部分…1%

[図表 2]土地の登録免許税の改正点

1  項 目
改正前 改正後

～平成20年
3月 31日

20年 4月 1日
～21年3月釧日

21ヨ千4月 1日
～22年3月 31日

22年 4月 1日
～23年 3月 31日

土地の売買による所有

権の移転登記

(本貝」20/11000)

10/1,000 10/1,000 13/1,000 15/1,000

土地の所有権の信託の

登記

(本貝J4/1,000)

2/1,000 2/1,000 25/1,000 3/1,000

9月 号 ―一-23-9月 号


